
社団法人全国国民健康保険組合協会 
国民健康保険組合高額医療費共同事業実施規程 

制 定 平成 15年 8月 26日 
改 正 平成 16年 5月 17日 

                             平成 17年 2月 22日 
平成 18年 5月 12日 
 

第１章 総則 
[目的] 
第１条 この規程は、厚生労働省が定める国民健康保険組合高額医療費共同事業実施 
要綱(平成 15年 6月 20日保発第 0620002号)に基づき、社団法人全国国民健康保険
組合協会(以下｢協会｣という。)が行う国民健康保険組合高額医療費共同事業(以下｢高
額医療費共同事業｣という。)の実施について規定するものである。 
 [高額医療費共同事業] 
第２条 高額医療費共同事業は、国民健康保険組合(以下｢国保組合｣という。)において
生ずる第３条による高額医療費について、共同して負担することにより、各国保組

合における財政運営の安定化に資するための事業をいう。 
[高額医療費] 

第３条 高額医療費共同事業における高額医療費は、療養の給付に要する費用の額及

び特定療養費の支給について算定した費用の額が診療報酬明細書１件当たり１００

万円を超えるものの１００万円を超える部分の額をいう。 
２ 高額医療費の範囲については、当該療養につき他の法令の規定により国または地

方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときは、その給付額を控除

した額とする。 
[対象保険者] 

第４条 高額医療費共同事業の対象となる保険者は、すべての国保組合(全国土木建築
国民健康保険組合を除く。)とする。 
第２章 拠出金 

[拠出金の徴収及び納付] 
第５条 協会は、高額医療費共同事業及び当該事業に関する事務の処理に要する費用

に充てるため、国保組合から、高額医療費拠出金及び事務費拠出金を徴収するもの

とする。 
２ 国保組合は、協会に高額医療費拠出金及び事務費拠出金(以下｢拠出金｣という。)
を納付しなければならない。 
[高額医療費拠出金の総額] 

第６条 高額医療費拠出金の総額は、当該年度における各国保組合の被保険者(老人保
健法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下同じ。)の高額医療費に、
第７条第２項に定める各国保組合の組合補正係数を乗じて得た額の合算額に、第１

６条第１項に定める範囲内の交付金の交付率の見込を勘案して定めるものとする。 



２ 前項の場合、高額医療費の前年度の１１月診療分までの３か年度の実績の伸率を

勘案して推計するものとする。 
[各国保組合の高額医療費拠出金の額] 
第７条 各国保組合が毎年度納付する高額医療費拠出金の額は、次の算式により按分

した額とする。 
 
        当該国保組合の前年度までの３か年度の被保険者の高額医療費の合 
高額医療   計額に当該国保組合の組合補正係数を乗じて得た額 
 費拠出金 ×  
の総額    各国保組合の前年度までの３か年度の被保険者の高額医療費の合計 

額に各国保組合の組合補正係数を乗じて得た額の合算額 
 
２ 前項の算式の組合補正係数は、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定

に関する省令(昭和４７年厚生省令第１１号)第１２条等の規定により国保組合に補
助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下｢組合普通調整補助割合｣
という。)に１００分の３２を加えたもの(組合普通調整補助割合が定められていない
国保組合にあっては１００分の３２)を１から除したものとする。 
[事務費拠出金] 
第８条 各国保組合が毎年度納付する事務費拠出金の額は、当該年度における共同事

業に関する事務に要する費用の見込額を次の算式により按分した額とする。 
 
 当該年度における    当該国保組合の前々年度末における被保険者数 
共同事業に関する    (老人保健医療給付対象者を除く) 
 協会の事務の処理 ×  
に要する費用の見    全国保組合の前々年度末における被保険者数 
 込額          (老人保健医療給付対象者を除く) 
 

[拠出金の額の決定及び通知] 
第９条 協会は、各年度につき、各国保組合が納付すべき拠出金の額を決定し、また

は変更したときは、当該国保組合に通知しなければならない。 
２ 前項の通知は、高額医療費拠出金決定・変更通知書(様式第１号)及び高額医療費共
同事業事務費拠出金決定・変更通知書(様式第２号)により行うものとする。 
[拠出金の納期及び納付割合] 
第１０条 国保組合は、各年度につき、前期と後期の２回に分け、前期については、

高額医療費拠出金の１２分の８を、後期については、高額医療費拠出金の１２分の

４を協会に納付するものとし、納期は次の各号に掲げるところによるものとする。

ただし、納期日が日曜日及び国民の休日その他の休日(銀行法第 15 条第 1 項に規定
する休日を含む。)にあたるときは、その翌日を期限とする。 



(１) 前期 １０月１０日 

(２) 後期  ２月１０日 

２ 国保組合は、各年度につき、協会が定める日までに、事務費拠出金を協会に納付

するものとする。 

 [納付の方法] 
第１１条 国保組合は、拠出金の納付は、納期日までに別に定める協会の指定した金

融機関に口座振込により行うものとする。 
 [延滞金] 
第１２条 協会は、国保組合が、納付すべき期日までに拠出金を納付しないときは、

その拠出金の額につき年１４.５％の割合で、納期日の翌日からその完納の日の前日
までの日数により計算した延滞金を徴収する。 
第３章 交付金 

 [交付金の請求及び交付] 
第１３条 協会は、高額医療費について国保組合から請求があったときは、第１６条

に定める交付金の額を交付するものとする。 
[交付金の対象] 

第１４条 高額医療費共同事業の交付金は、当該事業年度の前年の１２月の診療分か 
ら当該事業年度の１１月の診療分までの高額医療費を対象とする。 
 [交付基準額及び交付対象額] 
第１５条 交付金の交付基準額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額及び

特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額１件当たり１００万円と

し、この額を超える部分の額に、第７条第２項に定める当該国保組合の組合補正係

数を乗じて得た額を交付対象額とする。 
 [交付率及び交付金の額] 
第１６条 交付金の額は、交付対象額に交付率を乗じた額とするものとし、交付率は、

各年度につき、交付金の確定交付の際に交付対象額の総額に対する高額医療費拠出

金の総額の割合を基礎として、１００分の７０以上１００分の９０以下の範囲内で

定めるものとする。 
２ 各年度における交付金の確定交付の際に、交付金の交付率を前項の範囲内で定め

ることができない場合、不足するときは、当該年度において不足する額に見合う額

の高額医療費拠出金を追加して徴収し、余剰するときは、余剰する額を翌年度に繰

越し翌年度の高額医療費拠出金で調整するものとする。 
[交付金申請] 
第１７条 国保組合は、各年度につき、次の表に掲げるところにより協会に交付金の

申請を行うものとする。ただし、締切日が休日に当たるときは、その翌日を締切日

とする。 
 
 



期 締切日 対   象 
前 期 ８月２０日 １２月診療分から５月診療分 
後 期 １月３１日 ６月診療分から１１月診療分 

２ 前項の申請は、高額医療費共同事業交付金交付申請書(様式第３号)に、高額医療費
共同事業交付金交付申請明細書(様式第３号の２)及びその内容を磁気化したデータ
(３.５インチＦＤ)を添付して行うものとする。 
 [交付金の決定通知] 
第１８条 協会は、国保組合からの申請に基づき、各年度につき、交付金の決定を行

い、その結果を国保組合に通知するものとする。 
２ 前項の通知は、高額医療費共同事業交付金交付決定通知書(様式第４号または様式
第４号の２)により行うものとする。 
 [求償額等の調整] 
第１９条 高額医療費が第三者行為に係る場合は、当該医療費から求償権の行使によ

り取得した額を控除した額を対象とするものとする。 
２ 高額医療費が再審査または第三者行為等により過誤調整を行う必要が生じた場合

は、国保組合は、返戻または損害賠償等を受けた後、過誤調整に関する報告書(様式
第５号)を協会に提出するものとする。 
３ 前項の場合、協会は、過誤調整に関する報告書による額について、次期交付の交

付金の額で調整するものとする。 
 [交付の方法] 
第２０条 交付金の交付は、各年度につき、次の表に掲げるところにより行うものと

する。ただし、交付期限が休日に当たるときは、その前日を期限として交付する｡ 
期 交付期限 対   象 
前 期 １０月３１日 １２月診療分から５月診療分 
後 期 ３月２０日 ６月診療分から１１月診療分 

２ 交付金は、前期は交付率の見込を勘案して概算払いを行い、後期の交付の際に精

算し、確定交付するものとする。 
３ 協会は、交付金の交付は、交付期限までに国保組合が協会に登録した金融機関に

口座振込により行うものとする。 
 [交付金の一部返還の取扱い] 
第２０条の２ 国保組合は、交付金の一部を返還する必要が生じた場合は、協会にそ

の額を返還するものとする。 
２ 前期の交付金の申請において、国保組合からの交付金の一部返還を要する場合は、

後期の交付金で調整するものとする。 
３ 後期の交付金の申請または当該年度の確定交付において、交付金の一部返還が生

じた場合は、国保組合は、協会の指定する期限までに第１１条により別に定める協

会の指定した金融機関に口座振込により返還するものとする。 
 



第４章 財務 
[特別会計] 

第２１条 協会は、高額医療費共同事業の経理を行うため、高額医療費共同事業特別

会計(以下｢特別会計｣という。)を設ける。 
２ 特別会計の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 [歳入及び歳出] 
第２２条 特別会計においては、高額医療費拠出金、高額医療費共同事業事務費拠出

金及び附属雑収入をもってその歳入とし、高額医療費共同事業交付金及び高額医療

費共同事業に係る事務に要する経費をもってその歳出とする。 
 [準用] 
第２３条 特別会計の経理事務については、この規程に定めるもののほか、協会の経

理に係る規定を準用する。 
第５章 事業報告 

 [事業報告] 
第２４条 協会は、高額医療費共同事業の実施状況について、翌年度の６月末日まで

に、厚生労働大臣に報告するものとする。 
   第６章 運営委員会 

[運営委員会] 
第２５条 協会は、共同事業の運営に関する必要な事項を協議するため、高額医療費

共同事業運営委員会(以下｢運営委員会｣という。)を置く。 
２ 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。 
   第７章 雑則 
 [端数整理] 
第２６条 拠出金の額を算定するに当たり、千円未満の端数を生じたときは、これを

四捨五入するものとする。 
２ 交付金の額を算定するに当たり、千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 
 [拠出金の下限] 
第２６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、事務費拠出金の額は、１千円を下限

とするものとする。 
 [過誤調整] 
第２７条 国保組合に対する交付金の支払額を確定した後に計数に異動が生じたとき

は、翌年度において過誤として調整する。 
 [資料の請求] 
第２８条 協会は、拠出金及び交付金を算定するため必要な資料の提出を国保組合に

求めることができる。 
 [運営委員会の同意及び理事会の承認] 
第２９条 第６条第１項に規定する交付金の交付率の見込、同条第２項に規定する高

額医療費の伸率及び第１６条第１項に規定する交付金の交付率は、運営委員会の同

意及び協会の理事会の承認を得て会長が定めるものとする。 



    
附 則 
１ この規程は、平成 15年 4月 1日から施行し、平成１４年１２月診療分から適用
する。 
２ 平成１５年度においては、第６条第２項中及び第７条第１項中の｢３か年度｣を

｢２か年度｣と読み替えるものとする。 
附 則（平成 16年 5月 17日改正） 
  この改正規程は、平成 16年 5月 17日から施行し、平成 16年 4月 1日から適用
する。 
附 則（平成 17年 2月 22日改正） 
  この改正規程は、平成 17年 2月 22日から施行する。 
附 則（平成 18年 5月 12日改正） 
  この改正規程は、平成 18年 5月 12日から施行し、平成 18年 4月 1日から適用
する。 

 



様式第 1号   
 
                         決定 

平成  年度 高額医療費拠出金   通知書 
            変更 

                          
平成   年  月  日 

 
国民健康保険組合理事長 殿 
 
                   （社）全国国民健康保険組合協会 

会長  ○ ○ ○ ○ 
 

平成  分高額医療費共同事業にかかる高額医療費拠出金を下記のとおり 
決定・変更したので通知します。 
なお、納期限までに指定銀行口座に振込により納付願います。 

 
記 

 
当年度分高額医療費拠出金の総額 (ａ)        

円 
 

貴 国 保 組 合 分 
(ｂ) 前年度までの 3か年度の被保険者

の高額医療費の合計額に組合補正
係数を乗じて得た額  

全 て の 国 保 組 合 分 
(ｃ) 

円 
貴国保組合の前年度分高額医療費拠出金精算額 

 
(ｄ) 

円 
貴国保組合の当年度分高額医療費拠出金額 
                 (ｂ) 
             (ａ)×      (ｄ) 
                 (ｃ) 

(ｅ)       
  

円 

納  期 納  付  額 納   期   限 
前 期 分 
    8 
(ｅ)×－  
    12 

(ｆ) 
円 

 
平成 年 月 日 

 
 
 
納期別納付額
及び納期限 

後 期 分 
    

 (ｅ)－(ｆ) 
    

円 
 

平成 年 月 日 

 
[納付指定銀行] 三菱東京UFJ銀行 四谷支店 (預金種目)普通 (口座番号)１１１７９０９ 
       (口座名義) 社団法人全国国民健康保険組合協会 会長 阿部 正俊 
 
 

印 



様式第 2号 
                            決定 

平成  年度 高額医療費共同事業事務費拠出金    通知書 
                                変更 

 
平成   年   月   日 

  
国民健康保険組合理事長 殿 
 

                   （社）全国国民健康保険組合協会 
会長  ○ ○ ○ ○ 

 
 

平成  年度分高額医療費共同事業にかかる事務費拠出金を下記のとおり 
決定・変更したので通知します。 
なお、納期限までに指定銀行口座に振込みにより納付願います。 

 
記 

 

当年度分事務費拠出金の総額 (ａ)        
円 

貴 国 保 組 合 分 (ｂ)        
人 

 
前々年度末における被保険者数 

(老人保健医療給付対象者を除く) 全ての国保組合分 (ｃ)        
人 

貴国保組合の当年度分事務費拠出金額 
(ｂ) 

(ａ)×――― 
(ｃ) 

 
円 

納  付  額 納   期   限  
納付額及び納期限 

円 
 

平成 年 月 日 
 
[納付指定銀行] 三菱東京UFJ銀行 四谷支店 (預金種目)普通 (口座番号)１１１７９１２ 
       (口座名義) 社団法人全国国民健康保険組合協会 会長 阿部 正俊 
 
 

 

 

印 



様式第 3号 
                        

平成 年度  期分 高額医療費共同事業交付金交付申請書 
                        

平成  年  月  日 
 
（社）全国国民健康保険組合協会 
会長          殿 
 

保険者番号  
          ○○国民健康保険組合 

                 理事長    ○ ○ ○ ○ 
 
平成 年度  期分高額医療費共同事業交付金の交付を申請します。 

 
記 

 

高額医療費実績 
対 象 月 件  数（件） 費 用 額（円） 

平成  年  月診療分 
 

 
 

 
 

平成   年   月診療分 
 

  

平成   年   月診療分 
 

  

平成   年   月診療分 
 

  

平成   年   月診療分 
 

  

平成   年   月診療分 
 

  

合 計(交付基準) 
 

件 
  

円 
  

注：月遅れ請求分は、診療月に合わせて計算し直す必要はありません。 
 
＜交付申請明細書：別添(様式第 3号の 2)＞ 

印 



様式第 3号の 2 
                        

平成  年度  期分 高額医療費共同事業交付金交付申請明細書 
                         ［高額医療費実績明細］ 
 
保険者番号 国民健康保険組合名  担当者氏名 

    
 
１．平成  年  月診療分        件数    件 合計          円 

診療区分 性別 生年 費用額 № 
1入院 
2入院外 
3歯科 

1男 
2女 

1昭和 
2平成 

 
 

（年） 

 
 

(円) 
      
      
      
      
      

 
２．平成  年  月診療分     件数    件 合計          円 

診療区分 性別 生年 費用額 № 
1入院 
2入院外 
3歯科 

1男 
2女 

1昭和 
2平成 

 
 

（年） 

 
 

(円) 
      
      
      
      
      

 
３．平成 年  月診療分   
 
４．平成 年  月診療分 
 
５．平成 年  月診療分 
 
６．平成  年   月診療分 
   



様式第 4号 
                        

平成  年度  期分 高額医療費共同事業交付金交付決定通知書 
 

平成  年  月  日 
 
国民健康保険組合理事長 殿 
 

                   （社）全国国民健康保険組合協会 
                          会長  ○ ○ ○ ○ 

 
平成  年度  期分 高額医療費共同事業交付金の交付を下記のとおり 
決定したので通知します。 
 

記 
 

前期分 高額医療費共同事業交付金交付対象額 (ａ)       
円 

前回交付分までの対象高額医療費にかかる過誤調整額 (ｂ) 
円 

高額医療費共同事業交付金交付率見込 (ｃ)  
  

 前期分 高額医療費共同事業交付金交付額 
               

                 ［(ａ)－(ｂ)］×(ｃ) 
 

 

円 

交付年月日 平成  年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 



様式第 4号の 2 
                        

平成  年度 高額医療費共同事業交付金交付決定通知書 
 

平成  年  月  日 
 
国民健康保険組合理事長 殿 
 

                   （社）全国国民健康保険組合協会 
会長  ○ ○ ○ ○ 

 
平成  年度分及び 期分高額医療費共同事業交付金の交付を下記のとおり決 
定したので通知します。 
 

記 
 

前期分 高額医療費共同事業交付金交付対象額 
(前期分交付時の過誤調整額を控除した額) 

(ａ)       
円 

後期分 高額医療費共同事業交付金交付対象額 
 

(ｂ) 
円 

前回交付分までの対象高額医療費にかかる過誤調整額 (ｃ) 
円 

当年度分 高額医療費共同事業交付金交付対象額 
(ａ)＋(ｂ)－(ｃ) 

(ｄ) 
円 

高額医療費共同事業交付金交付率［確定］ (ｅ)  
  

 当年度分 高額医療費共同事業交付金交付決定額 
                 (ｄ)×(ｅ) 

(ｆ)        
円 

前期分交付額 (ｇ) 
円 

後期分 高額医療費共同事業交付金交付額 
(ｆ)－(ｇ) 

 
円 

交付年月日 平成   年   月    日 

 

 

 

印 



様式第 5号 
                        

高額医療費共同事業にかかる過誤調整に関する報告書 
                        

 
平成    年    月   日 

 
（社）全国国民健康保険組合協会 
会長           殿 

 
保険者番号  

         ○○国民健康保険組合 
                     理事長  ○ ○  ○ ○ 

 
 

高額医療費共同事業にかかる過誤調整がありましたので、報告します。 
 

記 
 

件数   件  合計        円 
区分 診療年月 対象 診療区分 性別 生年 

1削除 
2変更 
3追加 

 № 1入院 
2入院外 
3歯科 

1男 
2女 

1昭和 
2平成 

 
 

(年) 

過誤調整前

の費用額 
 

(円) 

過誤調整後

の費用額 
 

(円) 

過誤調整

される額 
(増額調整
はマイナ

ス表示) 
(円) 

過誤調整 
の内容 

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 

 

年 月分 

 

         

 

 

年 月分 

 

         

 

印 



 
別紙(様式第 5号 高額医療費共同事業にかかる過誤調整に関する報告書) 
 

 
区分 診療年月 対象 診療区分 性別 生年 

1削除 
2変更 
3追加 

 № 1入院 
2入院外 
3歯科 

1男 
2女 

1昭和 
2平成 

 
 

(年) 

過誤調整前

の費用額 
 

(円) 

過誤調整後

の費用額 
 

(円) 

過誤調整

される額 
(増額調整
はマイナ

ス表示) 
(円) 

過誤調整 
の内容 

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 年 月分 

 

         

 


